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本年４月 27日から５月６日までの 10連休における 

医療提供体制の調査について（依頼） 

 

 日頃から救急医療体制の維持等に御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。 

さて、本年４月 27 日から５月６日までの 10 連休における医療提供体制の確

保について、別添写しのとおり厚生労働省医政局長、厚生労働省医薬・生活衛生

局長及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長より通知がありました。つき

ましては、10 連休における医療提供体制について把握したいため、下記のとお

り調査を行いますので、ご回答いただきますようお願いいたします。 

記 

１ 調査内容 10連休中における対応（別添調査票のとおり） 

２ 回答期限 平成３１年３月１３日（水） 

３ 回答方法 電子メールにより回答をお願いします。 

４ 参 考  同時に県内各市町あてにも10連休中の休日夜間応急診療所の対

応について照会しています。 
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